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別表 

１ 牛の枝肉、肉、内臓及び/又はそれらの調製品 

No. HSコード 品目の説明 

説明 

肉の区分 
品目の種類 

部位 

品目の種類 

部位(原文) 

1 02.01 牛の肉(生鮮又は冷蔵) 

2 0201.10.00 枝肉及び半丸枝肉 

3 0201.20.00 その他の骨付き肉 プライムカット ショートロイン Has Pendek 

ランプ及びロイン Has dan tanjung 

bertulang 

Tボーンステーキ Steak has pendek 

ショートリブ Iga pendek 

OPリブ/リブ Lamusir utuh 

bertulang 

その他の背中肉及び胸肉の名称又は種類 

骨付きセカンダリー

カット 

しんたま Daging kelapa 

うちもも Penutup utuh 

そともも(アウトサイ

ド) 

Pendasar dengan 

gandik 
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チャック Sampil 

うで(シャクシ) Sampil kecil 

その他の大腿四頭筋肉及びハムストリング肉

の名称又は種類 

4 0201.30.00 骨付きでない肉 プライムカット テンダーロインサイ

ドストラップオフ 

Has dalam tenpa 

anakan 

テンダーロイン/サイ

ドストラップオフ 

Has dalam dengan 

anakan 

バットテンダーロイ

ン 

Ujung has dalam 

ストリップロイン/サ

ーロイン 

Has luar 

ともさんかく/ボトム

サーロイントライア

ングル 

Pangkal tanjung 

bawah bersih 

フィレ・オブ・ロイ

ン 

Irisan daging 

pinggang 

チャックロイン Has sampil 

ともばら Sandung lamur 

らんいち Has tanjung bersih 
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その他の背中肉及び胸肉の名称又は種類 

セカンダリーカット しんたま Daging kelapa 

うちもも Penutup utuh 

そともも(アウトサイ

ド) 

Pendasar dengan 

gandik 

チャック Sampil 

うで(シャクシ) Sampil kecil 

その他の大腿四頭筋肉及びハムストリング肉

の名称又は種類 

加工用肉/製造用肉 トリミング65-95CL Tetelan 65 sampai 

dengan 95-CL 

ハインド・クオータ

ー 

Prosot Belakang 

フォア・クオーター Prosot Depan 

その他の加工用肉の名称又は種類 

5 02.02 牛の肉(冷凍) 

6 0202.10.00 枝肉及び半丸枝肉 

7 0202.20.00 その他の骨付き肉 プライムカット ショートロイン Has pendek 

ランプ及びロイン Has dan tanjung 
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bertulang 

Tボーンステーキ Steak has Pendek 

ショートリブ lgaPendek Bertulang 

OPリブ/調製済みリブ Lamusir utuh 

かたばら/ともばら Lamusir utuh 

bertulang 

その他の背中肉及び胸肉の名称又は種類 

セカンダリーカット かたばら/リブ  

スペアリブ  

バックリブ  

コンロリブ  

骨付きネック  

シン／シャンク  

その他の大腿四頭筋肉及びハムストリング肉

の名称又は種類 

8 0202.30.00 骨付きでない肉 プライムカット テンダーロインサイ

ドストラップオフ 

Has dalam tanpa 

anakan 

テンダーロイン Has dalam dengan 

anakan 
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バットテンダーロイ

ン 

Ujung has dalam 

ストリップロイン/サ

ーロイン 

Has luar 

ともさんかく 

/ボトムサーロイント

ライアングル 

Pangkal tanjung 

bawah bersih 

キューブロール/リブ

アイ 

Lamusir 

テンダーロインステ

ーキ 

Steak has Dalam 

ストリップロインス

テーキ 

Steak has luar 

キューブロール/リブ

アイステーキ 

Steak lamusir 

ランプ Pangkal tanjung 

atas 

らんいち/ローストビ

ーフ 

Has tanjung bersih 

いちぼ Steak tanjung 

フィレ・オブ・ロイ Irisan daging 
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ン Pinggang 

チャックロイン Has sampil 

ショートリブ Daging lga Pendek 

ともばら Sandung Lamur 

その他の背中肉及び胸肉の名称又は種類 

セカンダリーカット しんたま Daging kelapa 

うちもも Penutup utuh 

シルバーサイド Pendasar utuh 

そともも(アウトサイ

ド) 

Pendasar dengan 

gandik 

チャック Sampil 

うで(シャクシ) Sampil kecil 

その他の大腿四頭筋肉及びハムストリング肉

の名称又は種類 

加工用肉(製造用肉) トリミング65-95CL Tetelan 65 sampai 

65 CL sampai dengan 

95-CL 

挽肉 Daging giling 

角切り Daging balok/dadu 
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うちもも Penutup Utuh 

かたばら Sandung Lamur 

フォア・クオーター Prosot Depan 

ハインド・クオータ

ー 

Prosot Belakang 

その他の加工用肉の名称又は種類 

9 02.06 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもの)(生鮮、冷蔵又は冷凍) 

牛のもの(生鮮又は冷蔵) 

10 ex. 

0206.10.00 

 骨付きでないファン

シーミート/バラエテ

ィーミート 

舌(ロングカット) Lidah potongan 

panjang 

舌 Lidah 

舌(ショートカット) Lidah potongan 

pendek 

舌(ショートカット/

スペシャルトリム) 

Lidah potongan 

spesial 

舌(スイスカット/ス

ペシャルトリム) 

Lidah potongan 

swiss special 

舌(ロングカット) Lidah potongan 

panjang 

舌 Lidah 
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脂肪 Lemak badan 

骨付きのファンシー

ミート/バラエティー

ミート 

尾(6070/V6561[訳

注：原文ママ]) 

Buntut 

尾(分割したもの) Potongan Buntut 

足 Kaki 

心臓 Jantung 

肺 Paru-paru 

  牛のもの(冷凍) 

12 ex. 

0206.21.00 

 骨付きでないファン

シーミート/バラエテ

ィーミート 

舌 Lidah 

舌(ロングカット) Lidah potongan 

panjang 

舌(ショートカット) Lidah potongan 

pendek 

舌(ショートカット/

スペシャルトリム) 

Lidah potongan 

spesial 

舌(スイスカット/ス

ペシャルトリム) 

Lidah potongan 

swiss spesial 

タンルート/スロート

トリム 

Pangkal Lidah 

13 0206.22.00 --肝臓[訳注：原文は  --肝臓  
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Hati/Heartだが輸入

統計品目表では「肝

臓」である。] 

14 ex. 

0206.29.00 

その他のもの 骨付きでないファン

シーミート/バラエテ

ィーミート 

ほほ肉 Daging Pipi 

頭肉 Daging Kepala 

唇 Bibir 

筋 Urat 

心臓 Jantung 

肺 Paru 

脂肪 Lemak badan 

骨付きのファンシー

ミート/バラエティー

ミート 

尾 Buntut 

尾(分割したもの) Potongan Buntut 

足 Kaki 

II. 加工動物製品 

16 02.10 肉及び食用のくず肉(塩蔵/塩水漬/乾燥/燻製)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール 

17 ex. 

0210.20.00 

-牛の肉 

18 16.01 -その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) 

19 ex. -気密容器入りのもの 牛の肉 
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1601.00.10 

20 ex. 

1601.00.90 

-その他のもの 牛の肉 

21 16.02 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血 

22 ex. 

1602.50.00 

-牛のもの 牛の肉 

 

２ 牛以外の枝肉、肉、内臓及び/又はそれらの調製品 

No. HSコード 品目の説明 説明 

I 牛以外のものの枝肉及び肉 

 02.03 豚の肉(生鮮、冷蔵又は冷凍) 

  生鮮又は冷蔵 

1. 0203.11.00 --枝肉及び半丸枝肉  

2. 0203.12.00 --骨付きのもも肉及び肩肉並びにこ

れらを分割したもの 

 

3. 0203.19.00 --その他のもの  

  -冷凍 

4. 0203.21.00 --枝肉及び半丸枝肉  

5. 0203.22.00 --骨付きのもも肉及び肩肉並びにこ  
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れらを分割したもの 

  -冷凍 

6. 0203.29.00 --その他のもの  

 02.04 羊又はやぎの肉(生鮮、冷蔵又は冷

凍) 

 

7. 0204.10.00 -子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮又は

冷蔵) 

 

8. 0204.21.00 --枝肉及び半丸枝肉  

9. 0204.22.00 -その他の骨付き肉  

10. 0204.23.00 -骨付きでない肉  

11. 0204.30.00 -子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍)  

-その他の羊の肉(冷凍)  

12. 0204.41.00 --枝肉及び半丸枝肉  

13. 0204.42.00 -その他の骨付き肉  

14. 0204.43.00 -骨付きでない肉  

15. 0204.50.00 -やぎの肉  

16. 0205.00.00 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮、冷蔵又は冷凍) 

17. 02.06 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもの)(生

鮮、冷蔵又は冷凍) 
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22. 0206.30.00 -豚のもの(生鮮又は冷蔵)  

  -豚のもの(冷凍)  

23. 0206.41.00 -肝臓[訳注：上記訳注参照。]  

24. 0206.49.00 -その他のもの  

25. 0206.80.00 -その他のもの(生鮮又は冷蔵)  

26. 0206.90.00 -その他のもの(冷凍)  

27. 02.07 肉及び食用のくず肉で第01.05項の家禽のもの(生鮮、冷蔵又は冷凍) 

-鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの 

28. 0207.11.00 -分割していないもの(生鮮又は冷

蔵) 

鶏の枝肉(ホール)(生鮮又は冷蔵) 

29. 0207.12.00 -分割していないもの(冷凍) 鶏の枝肉(ホール)(冷凍) 

30. 0207.13.00 -分割したもの及びくずのもの(生鮮

又は冷蔵) 

 

31. 0207.14 -分割したもの及びくずのもの(冷

凍) 

 

32. 0207.14.10 --手羽  

33. 0207.14.20 --もも  

34. 0207.14.30 --肝臓[訳注：上記訳注参照。] 

--その他のもの 
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35. 0207.14.91 ---機械で骨を除去し分割した肉 

-七面鳥のもの 

 

36. 0207.24.00 --分割していないもの(生鮮又は冷

蔵) 

七面鳥の枝肉(ホール)(生鮮又は冷

蔵) 

37. 0207.25.00 -分割していないもの(冷凍) 七面鳥の枝肉(ホール)(冷凍) 

38. 0207.26.00 -分割したもの及びくずのもの(生鮮

又は冷蔵) 

 

39. 0207.27 -分割したもの及びくずのもの(冷

凍) 

 

40. 0207.27.10 --肝臓[訳注：上記訳注参照。] 

--その他のもの 

 

41. 0207.27.91 ---機械で骨を除去し分割した肉  

42. 0207.27.99 ---その他のもの  

  -あひるのもの  

43. 0207.41.00 -分割していないもの(生鮮又は冷

蔵) 

あひるの枝肉(ホール)(生鮮又は冷

蔵) 

44. 0207.42.00 -分割していないもの(冷凍) あひるの枝肉(ホール)(冷凍) 

45. 0207.43.00 -脂肪質の肝臓(生鮮又は冷蔵)  

46. 0207.44.00 -その他のもの(生鮮又は冷蔵)  
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47. 0207.45.00 --その他のもの(冷凍)  

  -がちょうのもの  

48. 0207.51.00 -分割していないもの(生鮮又は冷

蔵) 

がちょうの枝肉(ホール)(生鮮又は

冷蔵) 

49. 0207.52.00 -分割していないもの(冷凍) がちょうの枝肉(ホール)(冷凍) 

50. 0207.53.00 -脂肪質の肝臓(生鮮又は冷蔵)  

51. 0207.54.00 -その他のもの(生鮮又は冷蔵)  

52. 0207.55.00 -その他のもの(冷凍)  

53. 0207.60.00 -ほろほろ鳥のもの  

54. 02.08 その他の肉及び食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍) 

55. 0208.10.00 -うさぎのもの  

61. 0208.60.00 -らくだ科のもの  

62. 0208.90 -その他のもの  

63. 0208.90.10 -かえるの脚  

64. ex. 

0208.90.90 

--その他のもの カンガルーの枝肉 

カンガルーの半丸枝肉 

カンガルーの肉 

シカの枝肉 
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シカの半丸枝肉 

シカの肉 

65. 02.09 家禽の脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出していない

もの)(生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水漬、乾燥又は燻製) 

66. 0209.10.00 --豚のもの  

67. 0209.90.00 -その他のもの  

68. 02.10 肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水漬、乾燥又は燻製)並びに肉又はくず肉の

食用の粉及びミール 

  -豚の肉  

69. 0210.11.00 -骨付きのもも肉及び肩肉並びにこ

れらを分割したもの 

 

70. 0210.12.00 -ばら肉及びこれを分割したもの  

71. 0210.19 -その他のもの  

72. 0210.19.30 --骨付きでないベーコン又はもも肉  

73. 0210.19.90 --その他のもの  

79. 0210.99 -その他のもの  

81. 0210.99.20 --豚皮(乾燥)  

82. 0210.99.90 --その他のもの  

II. 加工動物製品 
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83. 16.01 ソーセージその他これに類する物品

(肉、くず肉又は血から製造したも

の)及びこれらの物品をもととした

調製食料品 

 

84. ex. 

1601.00.10 

-気密容器入りのもの 牛の肉以外 

85. ex. 

1601.00.90 

-その他のもの 牛の肉以外 

86. 16.02 その他の調製をし又は保存に適する

処理をした肉、くず肉及び血 

 

87. 16.02.10 -均質調製品  

88. ex. 

1602.10.10 

--豚の肉を含む小売販売用気密容器

入りのもの 

豚のもの 

89. ex. 

1602.10.90 

--その他のもの 大型及び小型反芻動物の肉のものに

限る 

90. ex. 

1602.20.00 

-動物の肝臓[訳注：上記訳注参

照。]のもの 

あひるの肝臓[訳注：上記訳注参

照。]のものに限る 

  -第01.05項の家禽のもの  

91. 1602.31 -七面鳥のもの  
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92. 1602.31.10 --小売販売用気密容器入りのもの 

--その他のもの 

 

93. 1602.31.91 ---機械で骨を除去し分割した肉  

94. 1602.31.99 ---その他のもの  

95. 1602.32 -鶏(ガルルス・ドメスティクス)の

もの 

 

96. 1602.32.10 --小売販売用気密容器入りチキンカ

レー 

 

97. 1602.32.90 --その他のもの  

98. 1602.39.00 --その他のもの 

-豚のもの 

 

99. 1602.41 --もも肉及びこれを分割したもの  

100. 1602.41.10 ---小売販売用気密容器入りのもの  

101. 1602.41.90 ---その他のもの  

102. 1602.42 -肩肉及びこれを分割したもの  

103. 1602.42.10 ---小売販売用気密容器入りのもの  

104. 1602.42.90 ---その他のもの  

105. 1602.49 ---その他のもの(混合物を含む。) 

---ランチョンミート 
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106. 1602.49.11 ----小売販売用気密容器入りのもの  

107. 1602.49.19 ----その他のもの 

---その他のもの 

 

108. 1602.49.91 ----小売販売用気密容器入りのもの  

109. 1602.49.99 ----その他のもの  

110. 1602.90 -その他のもの(動物の血の調整品を

含む。) 

 

111. 1602.90.10 --気密容器入りラムカレー  

112. ex. 

1602.90.90 

--その他のもの 加工したくず肉及び血を除く。 

 

３ 原産国又は原産国内の区域を原産とする一定の場合注の骨付きでない肉 

注：一定の場合とは、災害、食肉不足及び/又は食肉価格の高騰など、インフレを引き起こし、国家経済の安定に影響を与えるような緊急事態をい

う。 

No. HSコード 品目 品目の説明 

   肉の区分 品目の種類及び部位 品目の種類及び部位(原文) 

1 02.02 牛の肉(冷凍したものに限る。) 

2 0202.30.00 骨付きでない肉 プライムカット テンダーロインサイドスト

ラップオフ 

Has dalam tanpa anakan 

テンダーロイン(ヒレ) Has dalam dengan anakan 



- 19 - 

バットテンダーロイン Ujung has dalam 

ストリップロイン/サーロ

イン 

Has luar 

ともさんかく Pangkal tanjung bawah bersih 

キューブロール/リブアイ

(リブロース芯) 

Lamusir 

テンダーロインステーキ Steak has dalam 

ストリップロインステーキ Steak has luar 

キューブロール/リブアイ

ステーキ 

Steak lamusir 

ランプ Pangkal tanjung atas 

らんいち Has tanjung bersih 

    いちぼ Steak tanjung 

フィレ・オブ・ロイン Irisan daging pinggang 

チャックロイン Has sampil 

ともばら Sandung Lamur 

セカンダリーカット しんたま Daging kelapa 

うちもも Penutup utuh 
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そともも(シルバーサイド) Pendasar utuh 

そともも(アウトサイド) Pendasar dengan gandik 

チャック Sampil 

うで(シャクシ) Sampil kecil 

加工用肉(製造用肉) トリミング65-95CL Tetelan 65 sampai 65 CL 

sampai dengan 95-CL 

挽肉 Daging giling 

角切り Daging balok/dadu 

うちもも 

 

Penutup Utuh 

    かたばら Sandung Lamur 

かた Prosot Depan 

ハインド・クオーター Prosot Belakang 

 

４ 乳製品及びその加工品 

No. HSコード 品目の説明 

1 04.01 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の

甘味料を加えたものを除く。) 

2 0401.10 - 脂肪分が全重量の1％以下のもの 
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3 0401.10.10 -- 液状のもの 

4 0401.10.90 -- その他のもの 

5 0401.20 -- 脂肪分が全重量の1％を超え6％以下のもの 

6 0401.20.10 -- 液状のもの 

7 0401.20.90 -- その他のもの 

8 0401.40 - 脂肪分が全重量の6％を超え10％以下のもの 

9 0401.40.10 -- 液状のミルク 

10 0401.40.20 -- 冷凍のミルク 

11 0401.40.90 -- その他のもの 

12 0401.50 - 脂肪分が全重量の10％を超えるもの 

13 0401.50.10 -- 液状のもの 

14 0401.50.90 -- その他のもの 

15 04.02 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の

甘味料を加えたものに限る。) 

16 0402.10 - 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5％以

下のものに限る。) 

17  -- 砂糖その他の甘味料を加えてないもの 

18 0402.10.41 - - - 正味重量が20キログラム以上の容器に入ったもの 

19 0402.10.42 - - - 正味重量が2キログラム以下の容器に入ったもの 



- 22 - 

20 0402.10.49 - - その他のもの 

21  - - その他のもの 

22 0402.10.91 - - - 正味重量が20キログラム以上の容器に入ったもの 

23 0402.10.92 - - - 正味重量が2キログラム以下の容器に入ったもの 

24 0402.10.99 - - その他のもの 

25  -   粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5％

以下のものに限る。)  

26 0402.21 --  砂糖その他の甘味料を加えてないもの 

27 0402.21.20 - - - 正味重量が20キログラム以上の容器に入ったもの 

28 0402.21.30 - - - 正味重量が2キログラム以下の容器に入ったもの 

29 0402.21.90 - - - その他のもの 

30 0402.29 - - その他のもの 

31 0402.29.20 - - - 正味重量が20キログラム以上の容器に入ったもの 

32 0402.29.30 - - - 正味重量が2キログラム以下の容器に入ったもの 

33 0402.29.90 - - - その他のもの 

34  - その他のもの 

35 0402.91.00 - - 砂糖その他の甘味料を加えてないもの 

36 0402.99.00 - - その他のもの 
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37 04.03 バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発

酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥

をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナ

ット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びに

ヨーグルト 

38 0403.10 -ヨーグルト 

39  - - 液状のもの(濃縮してあるかを問わない。) 

40 0403.10.21 - - - 果実(パルプ及びジャムを含む。)、ナット又はカカオで

味付けされたもの、又はそれらが加えられたもの 

41 0403.10.29 - - - その他のもの 

42  --その他のもの 

43 0403.10.91 - - - 果実(パルプ及びジャムを含む。)、ナット又はカカオで

味付けされたもの、又はそれらが加えられたもの 

44 0403.10.99 - - その他のもの 

45 0403.90 -その他のもの 

46 0403.90.10 -- バターミルク 

47 0403.90.90 -- その他のもの 

48 04.04 ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他

の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然

の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかな
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いかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) 

49 0404.10 - ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか

又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 

50 0404.10.10 - - 粉末状 

51 0404.10.90 - - その他のもの 

52 0404.90.00 - その他のもの 

53 04.05 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド 

54 0405.10.00 - バター 

55 0405.20.00 - デイリースプレッド 

56 0405.90 - その他のもの 

57 0405.90.10 - - 無水乳脂肪 

58 0405.90.20 - - バターオイル 

59 0405.90.30 - - ギー 

60 0405.90.90 - - その他のもの 

61 04.06 チーズ及びミルクカード 

62 0406.10 - ホエイチーズ及びミルクカードを含むフレッシュチーズ(非

加熱又は未加工) 

63 0406.10.10 - - ホエイチーズを含むフレッシュチーズ(非加熱又は未加

工。) 
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64 0406.10.20 - - ミルクカード 

65 0406.20 - おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。) 

66 0406.20.10 - - 正味重量が20キログラム以上の容器に入ったもの 

67 0406.20.90 - - その他のもの 

68 0406.30.00 - プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) 

69 0406.40.00 - ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフ

ォルティにより得られる模様を含むチーズ 

70 0406.90.00 - その他のチーズ 

71 19.01 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦

芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全

に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の

40％未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除

く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(コ

コアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計

算したココアの含有量が全重量の5％未満のものに限るものと

し、他の項に該当するものを除く。) 

72 1901.10 - 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) 

73 1901.10.20 - - 第04.01項から第04.04項までの物品 

74 1901.90 - その他のもの 

- - 乳幼児用の調製品(小売用にされていないものに限る。) 
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75 1901.90.20 - - 第04.01項から第04.04項までの物品 

76 1901.90.31 - - - フィルドミルク 

77 1901.90.32 - - - その他のもの(粉末ココアを含有するものに限る。) 

78 1901.90.39 - - - その他のもの 

79 2105.00.00 アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを

問わない。) 

80 22.02 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香

味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲

料(第20.09項の果実、ナット又は野菜のジュースを除く。) 

81 2202.99.10 - - -味付けされたUHTミルクベース飲料 

82 35.01 カゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体並びにカゼ

イングルー 

83 3501.10.00 - カゼイン 

84 3501.90 - その他のもの 

85 3501.90.10 -- カゼイナートその他のカゼイン誘導体 

86 35.02 アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものと

し、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の

80％を超えるものに限る。)及びアルブミナートその他のアル

ブミン誘導体 

87 3502.20.00 -ミルクアルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含
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む。) 

88 3502.90.00 - その他のもの 

89 35.07 酵素及び他の項に該当しない調製した酵素 

90 3507.10.00 - レンネット及びその濃縮物 

91 3507.90.00 - その他のもの 

 

５ 卵、はちみつ、動物性脂肪、タロー、ゼラチン及びコラーゲンの製品の種類 

No. HSコード 品目の説明 

  

02.10 

肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製し

たものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール 

1 0210.20.00 - その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) 

 0210.99 - - その他のもの 

2 0210.99.10 - - - 凍結乾燥され角切りにされたチキン 

3 0210.99.20 - - - 乾燥豚皮 

4 0210.99.90 - - - その他のもの 

  

 

04.08 

殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮

による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに

限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問

わない。) 
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  - 卵黄 

5 0408 .11.00 - - 乾燥したもの 

6 0408.19.00 - - その他のもの 

  - その他のもの 

7 0408.91.00 - - 乾燥したもの 

8 0408.99.00 - - その他のもの 

9 0409.00.00 天然はちみつ 

 15.01 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項の

ものを除く。) 

10 1501.10.00 - 豚脂 

11 1501.20.00 - その他の豚脂 

12 1501.90.00 - その他のもの 

 15.02 牛、羊又はやぎの脂肪（第15.03項のものを除く。） 

13 1502.10.00 タロー 

 1502.90 - その他のもの 

14 1502.90.90 -- 食用のもの 

 35.02 アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものと

し、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の

80％を超えるものに限る。)及びアルブミナートその他のアルブ
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ミン誘導体 

  - 卵白 

15 3502.11.00 -- 乾燥したもの 

16 3502.19.00 -- その他のもの 

 35.03 ゼラチン(長方形(正方形を含む。)のシート状のものを含むもの

とし、表面加工をしてあるかないか又は着色してあるかないかを

問わない。)、ゼラチン誘導体、アイシングラス及びその他のにか

わ(第35.01項のカゼイングルーを除く。) 

  - ゼラチン及びその誘導体 

17 3503.00.41 -- ブルーム値で膨張レベルがA-250又はB-230以上の粉末のもの 

18 3503.00.49 -- その他のもの 

19 3504.00.00 ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及び

その誘導体(他の項に該当するものを除く。)並びに皮粉(クロム

みようばんを加えたものを含む。) 

 96.02 植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限

る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限る。)、成形

品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、天然ガム、天然レジ

ン又はモデリングペーストから製造したものに限る。)、他の項

に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化さ

せてないゼラチン(加工したものに限るものとし、第35.03項の

ゼラチンを除く。)及び硬化させてないゼラチンの製品 
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20 9602.00.10 - 医薬品用ゼラチンカプセル 

21 04100010 -- ツバメの巣 

 

６ 食品以外の動物性生産品の種類 

NO HSコード 品目の説明 

皮膚 

1 41.01 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石

灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パー

チメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、

脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。) 

2 4101.20.00 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾

燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム

以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理を

したものは16キログラム以下のものに限る。) 

3 4101.50.00 全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。) 

4 4101.90.10 - その他 (折り畳んであるかないかを問わない。) 

腹部: なめし前 

5 4101.90.90 - その他 (裏、折りたたみ、折りたたみを含む。) 

腹部: その他のもの 

6 41.02 羊の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に

適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上
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の加工をしてないものに限るものとし、毛が付いているかいないか又は

スプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1(c)の規

定により除かれているものを含まない。) 

7 4102.10.10 - 毛が付いているもの 

8 4102.21.00 -- 毛が付いていないもの -- 酸漬けしたもの 

9 4102.29.00 -- 毛が付いていないもの -- その他のもの 

10 41.03 その他の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保

存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら

以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又は

スプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1の(b)又

は(c)の規定により除かれているものを含まない。) 

その他の加工をしないとき、羽毛を除去するかしないか 

本章の注記1(b)又は注記1(c)で除外されているものを除き、分割する

か否か 

11 4103.90.00 -- その他のもの 

12 41.04 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラス

トにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていない

ものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) -- 湿

潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 

13 4104.11.10 -- 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの -- フルグレーン(スプリ

ットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット 
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14 4104.11.90 -- 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの -- フルグレーン(スプリ

ットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット 

15 4104.19.00 -- 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの -- その他のもの 

16 4104.49.00 -- 乾燥状態(クラスト)のもの -- その他のもの 

17 41.05 羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超え

る加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリッ

トしてあるかないかを問わない。) 

18 4105.10.00 -- 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 

19 41.06 その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、こ

れらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものと

し、スプリットしてあるかないかを問わない。) 

  --||-- やぎのもの 

20 4106.22.00 -- 乾燥した状態で 

21 41.07 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後こ

れらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含

み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかない

かを問わず、第41.14項の革を除く。) 

22  全形の革 

23 4107.11.00 -- フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) 

24 4107.12.00 -- グレーンスプリット 
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25 4107.19.00 -- その他のもの 

26  その他のもの(サイドを含む) 

27 4107.92.00 -- グレーンスプリット 

28 4107.99.00 -- その他のもの  

29 41.12 羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、

パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るも

のとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41.14項の革を除

く。) 

30 4112.00.00 羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、

パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るも

のとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41.14項の革を除

く。) 

31 41.13 その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工を

したもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていない

ものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41.14項

の革を除く。) 

32 4113.10.00 -- やぎのもの 

33 4113.20.00 -- 豚のもの 

34 4113.90.00 -- その他のもの 

35 41.14 シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー及

びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー 



- 34 - 

36 4114.20.00 -- パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズ

ドレザー 

37 43.01 原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを

含むものとし、第41.01項から第41.03項までの原皮を除く。) 

38 4301.10.00 -  ミンクのもの(形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付い

ているかいないかを問わない。) 

39 4301.30.00 -  子羊のもの(トラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ

羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベッ

ト羊の子羊で全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いて

いるかいないかを問わない。) 

40 4301.60.00 - きつねのもの(のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いてい

るかいないかを問わない。) 

41 4301.80.00 - その他の毛皮(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付い

ているかいないかを問わない。) 

42 4302 なめし又は加工した毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片を含み、組み合

わせてないもの及び他の材料を加えることなく組み合わせたものに限る

ものとし、第43.03項のものを除く。) 

43  - 全形のもの(組み合わせてないものに限るものとし、頭部、尾部又は足

部が付いているかいないかを問わない。) 

44 4302.11.00 - ミンクのもの 

45 4302.19.00 - その他のもの 
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46 43.03 衣類、衣類附属品その他の毛皮製品 

47 4303.90.90 -- その他のもの -- その他のもの[訳注：原文ママ] 

48 ex 

4302.30.00 

[訳注：「ex」

は、同HSコード

に含まれるもの

の一部を除くこ

とを意味する。] 

- 全形のもの及び切片で、組み合わせたもの 

49 ex 

6701.00.00 

[訳注：

「ex」は、同

HSコードに含

まれるものの

一部を除くこ

とを意味す

る。] 

羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛、羽毛の部分及び鳥の綿毛並び

にこれらの製品(この項には、第05.05項の物品並びに加工した羽軸及び羽

茎を含まない。) 

毛 

1 0502 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれ

らのくず 
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2 0502.10.00 - 豚毛及びいのししの毛並びにこれらのくず 

3 0502.90.00 - その他のもの 

4 0505 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工してない

もの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る

ものとし、縁を整えてあるかないかを問わない。)並びに鳥の綿毛(加

工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理した

ものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず 

5 0505.10 - 綿毛及び詰物用の羽毛 

6 0505.10.10 - アヒルの羽毛 

7 0505.10.90 - その他のもの 

8 0505.90 - その他のもの 

9 0505.90.10 - アヒルの羽毛 

10 0505.90.90 - その他のもの 

11 51.01 羊毛(カードし又はコームしたものを除く。) 

12 5101.11.00 -- 脂付きのもの(フリースウォッシュしたものを含む。)-||-- 剪毛した

羊毛 

13 5101.21.00 -- 脂を除いたもの(化炭処理をしてないものに限る。)|-- 剪毛した羊毛 

14 51.05 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小状のコームし

た羊毛を含む。)に限る。) 

15 5105.10.00 -- 羊毛(カードしたものに限る。) 
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16 5105.29.00 -- 羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。) 

17 5105.31.00 -- 滑らかな動物の毛(カード又はコームしたもの) -- カシミヤやぎのも

の 

18 5105.39.00 -- 滑らかな動物の毛(カード又はコームしたもの) -- その他のもの 

19 ex 

6701.00.00 

羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛、羽毛の部分及び鳥の綿毛並

びにこれらの製品(この項には、第05.05項の物品並びに加工した羽軸及

び羽茎を含まない。) 

食品以外のもの 

1 02.08 その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに

限る。)--||-- その他のもの 

2 0208.90.90 -- その他のもの 

3 04.02 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加

えたものに限る。)--||-- 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全

重量の1.5％以下のものに限る。) 

4 0402.10.99 : --||-- その他のもの-||-- その他のもの[訳注：原文ママ] 

5 04.03  

6 04.03.10.29 バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ

又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかない

か又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加

えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト 
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7 05.02 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこ

れらのくず 

8 05.02.10.00 -- 豚毛及びいのししの毛並びにこれらのくず 

9 05.06 骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又

は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並び

にこれらの粉及びくず 

10 0506.10.00 - オセイン及び酸処理した骨 

11 0506.90.00 - その他のもの 

12 05.07 アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、角、枝

角、ひづめ、つめ及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに

限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及び

くず 

13 0507.10.00 - アイボリー並びにその粉及びくず 

14 0507.90 - その他のもの: 

15 0507.90.20 - かめの甲 

16 0511.99.90 動物性生産品（他の項に該当するものを除く。）及び第1類又は第3類の

動物で生きていないもののうち食用に適しないもの--||-- その他のもの

-||-- その他のもの-||-- その他のもの[訳注：原文ママ] 

17 0507.90.90 - その他のもの 

18 15.01 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除
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く。) 

19 1501.90.00 -- その他のもの 

20 15.05 ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) 

21 1505.00.10 - ラノリン 

22 1505.00.90 - その他のもの 

23 15.21 植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び

鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。) 

24 1521.90.01 -- その他のもの -- みつろうその他の昆虫ろう 

25 31.01 動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるかないか又は化学

的に処理してあるかないかを問わない。)及び動物性又は植物性の生産品

を混合し又は化学的に処理して得た肥料 

26 3101.00.99 -- その他のもの - その他のもの 

27 35.01 カゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングル

ー 

28 3501.10.00 -- カゼイン 

29 3501.90.20 -- カゼイングルー 

30 35.03 ゼラチン(長方形(正方形を含む。)のシート状のものを含むものとし、表

面加工をしてあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)、ゼ

ラチン誘導体、アイシングラス及びその他のにかわ(第35.01項のカゼイ

ングルーを除く。) 
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31  -  接着剤: 

32 3503.00.19 -- その他のもの 

33  - ゼラチン及びゼラチン誘導体 

34 3503.00.41 - ブルーム・スケールでA-250またはB-230以上の嵩高さを持つ粉末状

のもの 

35 3503.00.49 - その他のもの 

36 35.07 酵素及び他の項に該当しない調製した酵素 

37 3507.90.00 -- その他のもの 

 

７ ペットフードの種類 

No. HSコード 品目の説明 ペットフードの種類 

1. 04.01 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥を

し又は砂糖その他の甘味料を加えたものを

除く。) 

 

0401.10 脂肪分が全重量の1％以下のもの 

0401.10.10 液状のもの 

0401.10.90 その他のもの 

0401.20 脂肪分が全重量の1％を超え6％以下のもの 

0401.20.10 液状のもの 
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0401.20.90 その他のもの 

0401.40 脂肪分が全重量の6％を超え10％以下のも

の 

0401.40.10 液状のミルク  

0401.40.20 冷凍のミルク 

0401.40.90 その他のもの 

0401.50 脂肪分が全重量の10％を超えるもの 

0401.50.10 液状のもの 

0401.50.90 その他のもの 

2. 04.02 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥を

し又は砂糖その他の甘味料を加えたものに

限る。) 

 

0402.10 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が

全重量の1.5％以下のものに限る。) 

 砂糖その他の甘味料を加えていないもの 

0402.10.41 正味重量が20キログラム以上の容器に入っ

たもの 

0402.10.42 正味重量が2キログラム以下の容器に入っ

たもの 

0402.10.49 その他のもの  
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 その他のもの 

0402.10.91 正味重量が20キログラム以上の容器に入っ

たもの 

0402.10.92 正味重量が2キログラム以下の容器に入っ

たもの 

0402.10.99 その他のもの 

 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が

全重量の1.5％以下のものに限る。) 

0402.21 砂糖その他の甘味料を加えていないもの 

0402.21.20 正味重量が20キログラム以上の容器に入っ

たもの 

0402.21.30 正味重量が2キログラム以下の容器に入っ

たもの 

0402.21.90 その他のもの 

0402.29 その他のもの 

0402.29.20 正味重量が20キログラム以上の容器に入っ

たもの 
 

0402.29.30 正味重量が2キログラム以下の容器に入っ

たもの 

0402.29.90 その他のもの 
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 その他のもの 

0402.91.00 砂糖その他の甘味料を加えていないもの 

0402.99.00 その他のもの 

3. 23.09 飼料用に供する種類の調製品  

2309.10 -犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに

限る。) 

2309.10.10 肉類を含むもの 

2309.10.90 その他のもの 

2309.90 その他のもの 

 完全食 

2309.90.11 動物性食品を含む鳥類用の飼料(家禽に適

した種類のものに限る。) 

2309.90.20 プレミックス、栄養補助食品又は食品添加

物 

 

2309.90.90 その他のもの 

 

８ 動物由来飼料原料 

反芻動物又は家禽に由来する、加工済み又は未加工の原料 


